
 
              

へお越しください

＊ご質問は、各担当係へお問い合わせください

蒲原支所でも一部のお手続きが可能です
詳しくはチェックリストをご覧ください

蒲原

ガイド

シズラ

おくやみ

必ずご持参いただくもの

お越しいただく方の本人確認書類
                写真付き(１点) ：　運転免許証、マイナンバーカード、パスポート 等
                写真なし（２点） ：　国民健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳 等

□

どちらか

□

□

□

□

そのほかに必要な持ち物

ご葬儀の領収書・訃報・会葬礼状 のいずれか１点

国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書

※亡くなられた方が世帯主だった場合で、
　 国民健康保険加入者が同じ世帯にいる場合は

加入者全員の資格確認書

介護保険被保険者証

年金証書・年金手帳 等　基礎年金番号がわかるもの

※交付を受けられた方のみ

限度額適用認定証、特定疾病療養受療証

身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証、
重度心身障害者医療費助成金受給者証
上記以外で、市(区)役所から交付された証書　等

　（詳しくは、1～８ページをご覧ください)

金融機関の口座が確認できるもの
　 相続人代表者・喪主(同じ場合は１点)

福祉係
385-7790

税・保険年金係
（保険）

385-7780

□

□

□

□

□

午前９時～11時、午後１時～ の来庁にご協力お願いします

場 所 蒲原支所１階

所要時間 １時間程度

開 所 日 月曜～金曜（土日祝除く）

市外局番（054）

上記以外の時間帯は、待ち時間が長くなることや、当日中に手続きが終わらない場合があります

開所時間 午前８時30分～午後５時１５分



子
育
て

 児童手当の受給資格者
●未支払の児童手当等の請求
●児童手当の認定請求書

　
　 ４ページ

 市・県民税の納税義務者 ●相続人代表者指定届
　
　

　
　

 固定資産（土地・建物）の所有者
●相続人代表者指定（変更）届
●固定資産現所有者申告書

飼
犬

 マイクロチップが装着された犬の飼い主
 として登録している者

●所有者の変更登録
　
　電子申請の場合：手数料400円/件
　 (紙申請の場合：手数料1,400円/件)

７ページ

電子申請
　亡くなられた方に当てはまる場合は
　　　　　　　電子申請ができます

申請の名称
一覧表
ページ

市
税 5ページ

 

電子申請が可能な手続き一覧
紙の記入が不要で、スマートフォンからいつでも提出できます

▲
児童手当を検索



課名： 受付者：

 死亡届 □

 斎場の火葬予約 □

 戸籍の請求（届出から１～２週間後） □

 国民健康保険の被保険者または被保険者がいる
 世帯主でしたか □ ○ ○

 後期高齢者医療保険の被保険者でしたか □ ○ ○

年
金

 国民年金のみに加入していましたか
※厚生・共済年金に一度でも加入した場合の手続きは年
金事務所になります。

□ ○ ○

介
護

 介護保険被保険者証をお持ちでしたか □ ○ ○
清水庁舎１階
高齢介護課

１ﾍﾟｰｼﾞ

 市・県民税を納付していましたか □
 １２５ｃｃ以下のバイクをお持ちでしたか □

 市内に固定資産(土地・建物)をお持ちでしたか □ ○ ○

清水庁舎２階
清水市税事務所

土地係
家屋係

 市税の口座振替の指定口座名義人でしたか □ ○ ○
清水庁舎２階

清水市税事務所
納税係

 身体障害者手帳をお持ちでしたか □

 療育手帳をお持ちでしたか □

 精神障害者保健福祉手帳をお持ちでしたか □

 自立支援医療(精神通院)を利用していましたか □

 重度心身障害者医療費助成金受給者証をお持ちでしたか □
 特別児童扶養手当などの各種手当を受給していましたか □
 心身障害者扶養共済制度加入していましたか □

 障害者福祉サービスを受けていましたか □ ○ ○
清水庁舎１階
障害者支援課

給付係

 水道、下水道の使用名義人でしたか □

 井戸水を公共下水道に排水している世帯でしたか □

１ﾍﾟｰｼﾞ

＜＜おくやみ手続きチェックリスト＞＞

下記のチェックリストを利用して、必要なお手続きや持ち物のご確認にご利用ください。
手続きの概要や方法は、該当ページをご参照ください。

（事務処理欄）受付日：　　　　　　　　　　　　№　　

亡くなられた方の氏名と年齢【　　　　　　　　　　　　 （満　　歳）】
清水庁舎
でできる
手続き

蒲原庁舎
でできる
手続き

手続きを
する課

一覧表
ページ

処理
確認

亡くなられた方に当てはまるものに

チェック（レ点）をしてください。

届
・
火
葬

○ ○
清水庁舎１階
戸籍住民課

医
療
保
険 清水庁舎１階

保険年金課
２ﾍﾟｰｼﾞ

市
税

○ ○
清水庁舎２階

清水市税事務所
市民税係

５ﾍﾟｰｼﾞ

○ ○
清水庁舎１階
障害者支援課

給付係

○ ○
清水庁舎１階
障害者支援課

支援係

障
が
い

○ ○
清水庁舎１階
障害者支援課

支援係

３ﾍﾟｰｼﾞ

７ﾍﾟｰｼﾞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※次頁に続く

水
道

○ ×
清水庁舎６階
水道事務所



清水庁舎
でできる
手続き

蒲原庁舎
でできる
手続き

手続きを
する課

一覧表
ページ

処理
確認

 児童手当を受給していましたか □

 ２０歳未満の児童の親でしたか □

 子ども医療費受給者証の対象児童でしたか □

 児童扶養手当の受給資格者(対象児童)でしたか □
 ひとり親家庭等医療費助成金の
 受給者（対象児童）でしたか □

 母子及び父子並びに寡婦福祉資金の
 借受人等でしたか □ ○ ×

 こども園、保育園、幼稚園等に通園していた
 児童(父母及び同居家族)でしたか □ ○ ○

清水庁舎３階
子育て支援課

入園係

 被爆者健康手帳を持っていましたか □

 特定医療（指定難病）受給者でしたか □

 小児慢性特定疾病医療受給者でしたか □

 自立支援医療（育成医療）受給者でしたか □

 養育医療受給者でしたか □

住
宅

 市営住宅にお住まいでしたか □ ○ ×
清水庁舎３階

静岡市まちづくり公
社

７ﾍﾟｰｼﾞ

飼
犬

 犬を飼っていましたか □ ○ ○
清水庁舎２階

動物愛護センター
７ﾍﾟｰｼﾞ

 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく
 特別弔慰金等を受給していましたか □

 戦傷病者手帳を持っていましたか □

 清水大平山霊園の利用者でしたか □
図
書

 図書館カードを持っていましたか □ × × 市立図書館各館 ８ﾍﾟｰｼﾞ

 し尿くみ取りをしていましたか □ × ×
静岡庁舎新館13階

廃棄物対策課
８ﾍﾟｰｼﾞ

 愛宕、沓谷、沼上霊園の利用者（名義人）でした
か □

 市営納骨堂の利用者でしたか □

 森林の土地の所有者でしたか □

 森林の土地の相続がありますか □

 農業者年金の受給者でしたか □

 農地の相続がありますか □

亡くなられた方に当てはまるものに
　　　　　　チェック（レ点）をしてください。

子
育
て

○ ○ 清水庁舎３階
子育て支援課

給付係

４ﾍﾟｰｼﾞ

そ
の
他

○ ×

清水庁舎４階
地域総務課
区民生活係

※相続に関する相談は
市民相談室まで

６ﾍﾟｰｼﾞ

保
健
所

○ ×
清水庁舎３階

保健所清水支所
６ﾍﾟｰｼﾞ

×
葵消防署６階

農業委員会事務局
８ページ

                       ※この手続表が必要な手続全てを網羅しているわけではありません。

静
岡
庁
舎
他

× ×
静岡庁舎新館15階

戸籍管理課
８ﾍﾟｰｼﾞ

× ×
静岡庁舎新館13階
森林経営管理課

８ページ

×






















